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第６節 予防規程制定（変更）認可申請 

１ 申請の方法 

法第14条の２に基づき予防規程の作成が義務付けられている製造所等が２以上ある場合，すべて

の製造所等を含め事業所単位に一の予防規程として認可申請することができるものであること。 

予防規程としては該当する個々の製造所ごとに作成するよりは，むしろ災害発生の関連性及び企

業の有機的，一体的運営を勘案し，事業所単位に一の予防規程に集約し，該当するすべての危険物

施設を網羅するように規定することが適当である。（S.40.11.2 自消丙予発第178号通知） 

 

２ 申請書の記載方法 

（１）製造所等の別は，事業所の代表的な１の製造所等を記載し，その施設の名称及び許可番号を併

記すること。 

（２）危険物の類，品名，最大数量及び指定数量の倍数は，前（１）により記載した製造所等につい

て記載すること。 

（３）上記（１），（２）で記載した製造所等以外は，これらの項目を一覧表にしたものを添付する

こと。 

 

３ 認可の基準 

（１）予防規程の認可は，記載内容を審査し，法第10条第３項の技術上の基準に適合しているか否か

をその判定の基準とすること。 

（２）予防規程が次のいずれかに該当するときは，認可を与えないこと。 

ア 基本的事項が明確でないとき。 

イ 予防規程に政令第４章の規定に違反するものがあるとき。 

ウ その他火災予防上不適当と認められる事項があるとき。 

（３）予防規程の認可にあたって，製造所等の存する事業所の社内規定が消防法上の予防規程制定（

変更）認可申請規定の要件を満たしていれば，当該社内規定を予防規程として認可することがで

きるものであること。 

ただし，予防規程制定又は変更の認可後に，予防規程の制定が必要若しくは不要となった施設

が生じた場合であって，当該予防規程を変更することなく，これら施設に当該予防規程を適用若

しくは除外しようとするときは，その旨を届出ることをもって足りるものであること。 

 

４ 予防規程の内容 

予防規程は，法第10条第３項の技術上の基準に適合し，かつ，規則第60条の２に規定するものの

ほか，次の各項目について定めること。ただし，当該製造所等において貯蔵し，又は取り扱う危険

物の種類若しくは数量又は製造所等の施設，人員その他の状況により，火災の予防上支障がないと

認めたときは，その一部を省略することができる。 

（１）予防規程の適用範囲及び遵守に関すること。 

（２）予防規程の改廃の手続及び取扱いの方法に関すること。 

（３）危険物の性状及び貯蔵並びに取扱いの方法に関すること。 

（４）請負業者等社外者に対する保安上必要な事項の周知方法，確認方法等に関すること。 

（５）移送取扱所のうち，法第12条の５の規定による応急措置について市長と協議した事項に関する

こと。 

（６）給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について（H.17.10.26 消防危第245 号通知,改正

平成30年3月30日消防危第44号） 
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ア 単独荷卸しの対象となる施設等 

（ア）単独荷卸しの対象となる施設 

単独荷卸しを行うことができる危険物施設は，次に掲げる施設（以下「給油取扱所等」とい

う。）とする。 

ａ 給油取扱所 

ｂ 製造所，一般取扱所で地下タンクを有するもの 

ｃ 地下タンク貯蔵所 

（イ）単独荷卸しの対象となる危険物 

単独荷卸しを行うことができる危険物は，次に掲げる危険物とする。 

ａ ガソリン 

ｂ 灯油 

ｃ 軽油 

ｄ 重油 

イ 給油取扱所等において単独荷卸しが可能となる要件 

給油取扱所等における単独荷卸しは，給油取扱所等に石油を供給・販売し，かつ，運送業者に石

油を移送させる者（以下「石油供給者」という。）又は自ら単独荷卸しを行う運送業者が，単独荷

卸しに係る安全対策設備，乗務員に対する教育訓練の内容等単独荷卸しに係る基本事項を定めるこ

とが前提となること。 

単独荷卸しは，石油供給者においては，基本事項に基づいて，運送業者及び給油取扱所等の所有

者等を適切に指導し，単独荷卸しについて適切な運用を行わせるとともに，運送業者及び給油取扱

所等の所有者等が，安全対策設備の設置，乗務員に対する教育訓練，荷卸し等を実施する場合にの

み認められるものであること。 

また，自ら単独荷卸しを行う運送業者においては，基本事項に基づいて，給油取扱所等の所有者

等を適正に指導し，単独荷卸しについて適切な運用を行わせるとともに，当該運送業者及び給油取

扱所等の所有者等が，安全対策設備の設置，乗務員に対する教育訓練，荷卸し等を実施する場合に

のみ認められるものであること 

この場合，次の事項が単独荷卸しを実施するための要件となること。 

（ア）関係者（石油供給者，運送業者，給油取扱所等の所有者等）の実施する事項 

ａ 石油供給者又は自ら単独荷卸しを行う運送業者は，次の事項を実施すること。 

（ａ）単独荷卸しの仕組みを構築するために必要な次の事項を定めること。 

① 単独荷卸しを安全に行うための移動タンク貯蔵所の停車・作業場所の要件 

② 給油取扱所等及び移動タンク貯蔵所に係る単独荷卸しに必要な安全対策設備 

１）安全対策設備の内容（種類，性能） 

・コンタミ※１防止装置 

・過剰注入防止設備 

・タンク貯蔵量表示装置 

・照明設備 

・防災設備 

※１ 異なる油種を誤って地下タンク又は地下貯蔵タンク（以下「地下タンク等」とい

う。）に注入すること 

２）安全対策設備の維持管理方法 

３）安全対策設備の設置状況の把握方法 

③ 単独荷卸しに係る作業の内容（荷積み作業及び荷卸し作業） 
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④ 運送業者が行う教育訓練の内容 

１）乗務員に対する教育訓練 

・単独荷卸しの仕組み 

・給油取扱所等の設備 

・荷積み作業（通常時，事故発生時） 

・荷卸し作業（通常時，事故発生時） 

２）運送業者の荷卸しについて責任を有する者（以下「運行管理者」という。）に対する教

育訓練 

・前 １）に掲げる事項 

・適切な運行管理 

・災害発生時の対応 

⑤ 乗務員が単独荷卸しについて必要な知識及び技術を有することを証明する書類の様式 

⑥ 運送業者（自ら単独荷卸しを行う運送業者を除く。）及び給油取扱所等の所有者等に対す

る指導内容 

（ｂ）石油供給者にあっては，単独荷卸しを行う運送業者（自ら単独荷卸しを行う運送業者を除

く。）に次の事項を実施させること。 

自ら構築した単独荷卸しに係る仕組みに基づき，運送業者に単独荷卸しを行うことが可能な

移動タンク貯蔵所を使用させ，単独荷卸しに係る教育を受けた乗務員に，単独荷卸しを行うこと

が可能な給油取扱所等において，単独荷卸しを適切に実施させること。 

ｂ 運送業者（自ら単独荷卸しを行う運送業者を除く。）は，石油供給者の構築した単独荷卸しの

仕組みに基づき，また，自ら単独荷卸しを行う運送業者は，自ら構築した単独荷卸しに係る仕組

みに基づき，それぞれ次の事項を実施すること。 

（ａ）単独荷卸しに使用する移動タンク貯蔵所に必要な安全対策設備を設置するとともに，適切に維

持管理すること。 

（ｂ）単独荷卸しを行う乗務員に対し，単独荷卸しに係る安全対策設備，事故発生時の対応を含めた

荷積み及び荷卸し作業に関する教育訓練を実施し，単独荷卸しに必要な知識及び技術を有するこ

とを証明する書類を交付すること。 

（ｃ）運行管理者に対して，単独荷卸しの仕組み，適切な運行管理の方法，災害発生時の対応につい

て教育訓練を行うこと。 

（ｄ）安全対策設備を備えた移動タンク貯蔵所を使用して，所要の教育訓練を受けている乗務員に，

前記（ｂ）に規定する証明する書類を携帯させて，単独荷卸しを行わせること。 

（ｅ）運行管理者を常駐させ，単独荷卸しにおいて災害等が発生した場合に備えること。 

ｃ 給油取扱所等の所有者等は，石油供給者又は自ら単独荷卸しを行う運送業者の構築した単独荷卸

しの仕組みに基づき，次の事項を実施すること。 

（ａ）単独荷卸しを安全に行うための移動タンク貯蔵所の停車・作業場所を同一事業所内に確保する

とともに，適切に管理すること。 

（ｂ）給油取扱所等の単独荷卸しに必要な安全対策設備を設置するとともに，適切に維持管理するこ

と。 

（ｃ）給油取扱所等の危険物保安監督者（危険物保安監督者の選任義務のない給油取扱所等にあって

は危険物取扱者。以下同じ。）及び従業員に対して，単独荷卸しを行う場合の連絡体制，災害発

生時の措置について教育訓練を実施すること。 

（ｄ）給油取扱所等の危険物保安監督者及び従業員に対して，営業又は作業時間中に単独荷卸しを行

う場合に必要となる作業・役割について教育を実施すること。 
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（ｅ）単独荷卸し時における危険物保安監督者への連絡体制を構築すること。 

（ｆ）単独荷卸しを実施する運送業者に対して，給油取扱所等の設備，移動タンク貯蔵所の停車・作

業場所等について情報提供する体制を構築するとともに，危険物保安監督者と運行管理者との連

絡方法について調整すること。 

（ｇ）給油取扱所等の営業又は作業時間中に単独荷卸しを行う場合は，乗務員と連絡できる体制をと

ること。 

ウ 給油取扱所等の予防規程に規定すべき内容等 

予防規程の作成義務のある給油取扱所等にあっては次のとおりとすること。なお，予防規程の作

成義務のない給油取扱所等にあっても，下記に準じて「単独荷卸し実施規程」を作成すること。 

（ア）予防規程に規定する内容 

単独荷卸しが行われる給油取扱所等の予防規程は，次の項目が網羅されるように策定される必要

があること。 

ａ 単独荷卸しが行われる給油取扱所等の危険物保安監督者及び従業員に対する教育に関すること。

（規則第60条の２第１項第４号関係） 

ｂ 給油取扱所等に設置する単独荷卸しに係る安全対策設備の維持管理に関すること。（規則第60 

条の２第１項第５号関係） 

ｃ 単独荷卸しの実施に関すること。（規則第60 条の２第１項第７号関係） 

ｄ 単独荷卸しにおいて，事故等の異常事態が発生した場合の対応に関すること。（規則第60 条の

２第１項第11 号関係） 

ｅ 単独荷卸しの仕組み（給油取扱所等に設置する安全対策設備，運送業者及び石油供給者が実施

すべき事項）に関すること。（規則第60 条の２第１項第14 号関係） 

ｆ 単独荷卸し時における給油取扱所等の危険物保安監督者，従業員の体制に関すること。（規則

第60 条の２第１項第14 号関係） 

（イ）給油取扱所等の予防規程に添付する書類 

給油取扱所等の予防規程に添付する書類は，次のとおりであること。 

ａ 石油供給者又は自ら単独荷卸しを行う運送業者の構築した単独荷卸しの仕組みを記載した書類 

ｂ 当該給油取扱所等において，単独荷卸しを実施する運送業者名 

ｃ 石油供給者又は自ら単独荷卸しを行う運送業者が，単独荷卸しの仕組みに基づき，単独荷卸し

を実施することを当該給油取扱所等に対して確約した書類（契約書等） 

（ウ）予防規程の審査に際しての留意事項 

次の事項に留意するものであること。 

ａ 予防規程の審査 

給油取扱所等の予防規程の審査においては，上記（ア）及び（イ）に掲げる内容が適正である

ことを確認するものであること。 

ｂ 給油取扱所等の確認 

予防規程の審査の際に，必要に応じ，給油取扱所等の状況を確認すること。 

エ 安全対策設備の設置に係る手続 

安全対策設備を給油取扱所等または移動タンク貯蔵所に設置する際には，変更許可の手続が必要

となる場合があるので留意すること。 

ただし，当該設備については，事前に資料の提出を求め，変更工事の内容が消防法第10 条第４

項の技術基準と関係がない場合又は技術基準の内容と関係が生じるとしても保安上影響を及ぼさな

い軽微なものである場合には，変更許可の手続を要しないものとして差し支えないこと。 
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（７）顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあっては，顧客に対する監視その他保安のための措置

に関することとして，次の事項を定めること。（H.10.3.13 消防危第25号通知ほか） 

ア 監視等を行う危険物取扱者及びその指揮下で監視等を行う従業者(以下「危険物取扱者等」とい

う。)の体制 

イ 監視等を行う危険物取扱者等に対する教育及び訓練 

ウ 監視等を行う危険物取扱者等の氏名の表示 

エ 顧客用固定給油設備の1回の給油量及び給油時間の上限並びに顧客用固定注油設備の１回の注油

量及び注油時間の上限の設定 

オ 顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備の日常点検 

カ 監視等を行う危険物取扱者等の職務 

キ 顧客自らの給油作業時等の取扱い基準 

（８）24時間営業を行う給油取扱所にあっては，必要に応じて夜間の保安体制及び業務の引継ぎ等に

関すること。 

（９）警備会社が業務委託をうけている場合は、委託関係を明記すること。 

（１０）給油取扱所等において携帯型電子機器を使用する場合は,留意事項等に関すること。 

（１１）給油取扱所における非常用発電機の設置している場合は,留意事項等に関すること。 

（１２）顧客自ら給油等をさせる給油取扱所における可搬式の制御器を使用している場合は,留意事

項等に関すること。 


